[bookmark: _Hlk99108527]寝屋川市子育て世帯訪問支援事業委託仕様書

１　目的
家事や育児等に対して不安や負担を抱える家庭に対し、育児・養育支援、家事支援を行うことで、養育環境を整えることにより、児童虐待のリスク等の高まりを未然に防ぐ。
２　事業の内容
⑴　事業の対象
出産予定日の２か月前から出産後６か月以内の乳児のいる家庭で、親族等の支援がなく、養育者の健康状態が不十分であるなど、日常生活に支障をきたしており、育児・養育支援及び家事支援が必要であると認められる家庭。
⑵　事業の実施日時
月曜日から金曜日の午前９時から午後５時30分までの時間帯で、利用者の申請により市が承認した利用時間及び利用期間等の条件において、利用者と事業者が同意した日時とする。
ただし、１月１日から同３日まで、12月29日から同31日まで及び国民の　　祝日に関する法律第２条及び第３条に規定する国民の祝日を除く。
⑶　事業の利用時間と回数
１回の利用時間は、１時間を利用単位とし、当該利用単位を超えて利用した場合には超過時間は30分単位とし、２時間以内とする。また、１日１回まで、一家庭につき、原則として30回までの利用とする。
⑷　訪問支援員の要件
ア　事業実施にあたり、ホームヘルパー１級若しくは２級、又は介護福祉士の資格を有する者、又は介護福祉士実務者研修若しくは介護職員初任者研修の受講修了者を派遣するものとする。
イ　受注者が派遣する訪問支援員は、市が必要と判断する研修を必ず受講するものとする。
ウ　受注者は、訪問支援員に対して、訪問支援の目的や内容、支援の方法等について必要な研修を行うものとする。
また、受注者は訪問支援員の資質と技能の向上を図るため、各種研修会、セミナー等に積極的に参加するよう努めるものとする。
　⑸　事業実施場所
　　利用者の居宅
⑹　事業内容
育児・養育支援及び家事支援として、次に掲げる支援のうち、利用者の状況を踏まえ、市が必要であると認める支援を実施することとします。
ア　育児・養育支援
(ア)　授乳
(イ)　おむつ交換　
(ウ)　沐浴補助
(エ)　(ア)から(ウ)に掲げるものの他、育児に関して日常的に行う必要があるもの
　イ　家事支援
(ア)　食事の準備及び片付け
(イ)　衣類の洗濯及び補修
(ウ)　居室などの清掃及び整頓
(エ)　生活必需品の買い物
(オ)　保育所等への送迎の付添い
(カ)　(ア)から(オ)に掲げるものの他、家事のうち日常的に行う必要があるもの
　　ウ　報告書の提出
受注者は、毎月、指定の日時までに、指定の様式により実績報告書を提出する。
３　契約期間　　
令和８年４月１日～令和９年３月31日
４　委託料及び利用料　
⑴　子育て世帯訪問支援事業利用料と委託料を表のとおり設定するものとします。
	区　分
	１時間の
利用料
	１時間の
委託料
	超過時間の30分当たりの利用料
	超過時間の30分当たりの委託料

	市民税所得割課税世帯
	400円
	2,600円
	200円
	1,300円

	市民税所得割非課税世帯
	200円
	2,800円
	100円
	1,400円

	市民税非課税世帯
（ひとり親家庭を除く。）
	100円
	2,900円
	50円
	1,450円

	生活保護世帯及び市民税非課税世帯（ひとり親家庭に限る。）
	0円
	3,000円
	0円
	1,500円



⑵　利用料及び委託料は、実際に援助を実施した場合に発生するものとする。
⑶　利用料は区分により発注者が指定する金額とし、受注者が利用者から直接徴収するものとする。なお、利用１回ごとの徴収又は１か月ごとにまとめて徴収するなど、徴収方法は、受注者が決定する。
⑷　ヘルパーが援助を実施するために家庭訪問した場合において、利用者が不在であった場合など、援助を実施できなかったときは、利用者は受注者に対し、当該家庭訪問に要した経費として、当該利用者の区分に係る１時間分の利用料に相当する金額を支払うものとする。
この場合は、市が受注者に対し、１回あたり、当該利用者の区分に係る１時間分の委託料に相当する金額を支払うものとする。
⑸　委託料については、援助を実施するにあたっての打合せや報告、養育支援にあたっての資質向上のための研修への参加等に関する費用を含むものとする。
５　個人情報の保護
　　受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。また、寝屋川市情報セキュリティポリシー（寝屋川市情報セキュリティ基本方針及び寝屋川市情報セキュリティ対策基準）を遵守した充分な情報セキュリティ対策を講じる事。
６　再委託等の禁止
　　受注者は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、再委託ガイドラインを遵守し、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
７　損害保険
受注者は、本事業を受託するにあたり、事業に係る損害保険に加入することとする。　
８　その他　
契約書及び当仕様書に定めのない事項については、本市と別途協議の上、決定すること。
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